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（１）実施体制 

 【都道府県事務局型】 

  株式会社ジェイアール東日本企画が本事業の受託者となった。 

 

 ■実施体制図（図①） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【参加店募集・回収、換金業
務、問合せ対応等】 

JTB 

ライト・エージェンシー 

【食事券販売窓口】 

福島県内８信用金庫 

６商工会議所 

１０道の駅 

１０商業施設・スーパー等 

 

【協力団体・事業者等】 

・福島県内各商議所 

・福島県内各商工会 

【参加飲食店】 

福島県内の 

2,947店舗 

 

 

【外注業者】 

・DNP 

（食事券印刷、使用 

済食事券読込等） 

・ALSOK 

（食事券輸送・保

管） 

 

【事務局】  

ジェイアール東日本企画 

 
発
注 

納
品 連携 

案内 

案内・登録 
食事券回収 
代金支払い 

案内・登録 
食事券回収 
代金支払い 
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【共通】対象となる飲食店 

 

① 加盟店登録の流れ 

  ○加盟店募集(ﾁﾗｼ、DM、新聞広告、HP等) 

    ↓ 

  ○加盟店申込書及び参加登録申請書受付 

    ↓ 

 ○参加飲食店同意書（P4の図③参照）提出依頼 

    ↓ 

 ○参加飲食店同意書受付、店舗・業態等確認(HP・TELにて確認) 

    ↓ 

 ○加盟店承認 

    ↓ 

 ○加盟店スターターグッズ送付 

   ■加盟店スタータ―グッズを紹介する公式 HP内の表示（図②） 
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 ■参加飲食店同意書（図③） 
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（２）食事券の発行、販売、回収 

  ① 食事券は、500円券および 1,000円券とし、総額 12,500円分の食事券

セットを 10,000円で販売した。なお、全て紙媒体での発行とした。 

    □販売期間 令和２年 11月２日から令和３年６月 30日まで 

     ※令和２年 12月 28日～令和３年 2月 14日、5月 15日～6月 7日は 

販売を停止した。 

    □利用期間 令和２年 11月２日から令和３年７月 31日まで 

□発行した食事券 

     ○1,000円券×480万枚、500円券×240万枚 

            480,000セット 額面総額 6,000,000,000円分 

     ○販売セット数：467,207セット額面総額 5,840,087,500円分 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

6 

 

 

 

 

 

 

 

■食事券裏面（図⑦） 

■1,000 円食事券（図⑤） 

■食事券表紙（図④） 

 

光沢潜像印刷 

■500 円食事券（図⑥） 

「有効期限」 

「釣銭が出ない表示」 

「釣銭が出ない表示」 
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  ■食事券販売場所一覧（表①） 

販売窓口 販売場所 
販売 

セット数 

1,000円

(枚) 

500円 

(枚) 

商工会議所     

会津若松商議所 会議所内 

 

1,500 15,000 

 

7,500 

 

 

会津喜多方商議所 〃 1,000 10,000 

 

5,000 

郡山商議所 〃 5,000 50,000 25,000 

白河商議所 〃 3,100 31,000 

 

15,500 

福島商議所 〃 5,000 50,000 25,000 

須賀川商議所 〃 1,500 15,000 7,500 

信用金庫     

郡山信用金庫 各支店 85,850 858,500 429,250 

福島信用金庫 各支店 58,748 587,480 293,740 

須賀川信用金庫 各支店 20,000 200,000 100,000 

二本松信用金庫 各支店 12,000 120,000 60,000 

白河信用金庫 各支店 23,235 232,350 116,175 

あぶくま信用金庫 各支店 10,328 103,280 51,640 

会津信用金庫 各支店 21,982 219,820 109,910 

ひまわり信用金庫 各支店 46,689 466,890 233,445 

道の駅     

道の駅いいたて村 道の駅内 202 2,020 1,010 

道の駅たまかわ 道の駅内 750 7,500 3,750 

道の駅羽鳥湖高原 道の駅内 250 2,500 1,250 

道の駅季の里天栄 道の駅内 750 7,500 3,750 

道の駅安達 道の駅内 1,250 12,500 6,250 

道の駅会津柳津 道の駅内 156 1,560 780 

道の駅ばんだい 

 

道の駅内 750 7,500 3,750 

道の駅あいづ湯川坂下 

 

道の駅内 750 7,500 3,750 

道の駅さくらの郷 道の駅内 427 4,270 2,135 

道の駅川俣 道の駅内 500 5,000 2,500 

商業施設・スーパー     

NewDays 県内各店舗 51,000 510,000 255,000 

マルト 県内各店舗 

 

38,250 382,500 191,250 

イオンモール いわき小名浜店 16,999 169,990 84,995 

イオン東北 県内８店舗 18,523 185,230 92,615 

ｲｵﾝｽｰﾊﾟｰｾﾝﾀｰ 県内２店舗 2,250 22,500 11,250 

いわき市観光物産 C 店内 2,500 25,000 12,500 

Mot.Com 施設内 

 

3,000 30,000 15,000 

ラトブ 店内 6,500 65,000 32,500 

やまや 県内各店舗 21,468 

 

214,680 107,340 

日和田ｼｮｯﾋﾟﾝｸﾞﾓｰﾙ 店内 5,000 50,000 25,000 

合計  467,207 4,672,070 2,336,035 
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② 食事券販売の上限は１人１回当たり販売価格 20,000円分までとした。 

 

   ■キャンペーン開始時の一般向け告知 B２ポスター（図⑧） 

  ③ 食事券の最終有効期限は令和３年７月３１日までの日付で設定した。 

    □食事券の有効期限：令和３年１月３１日（当初） 

              令和３年６月３０日（延長） 

              令和３年７月３１日（再延長） 
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  ④ 加盟飲食店におけるテイクアウト及びデリバリーでの食事券利用は可

能とすることも可とした。 

 

     ■④についての公式 HP内の記載（図⑨） 

 

  ⑤ 食事券には、Go To Eat キャンペーンにより発行されたものであるこ

とを明記した。事業開始当初、２回ほど誤って他の食事券が送られて来

た際は、事務局から飲食店に連絡を取り、説明した上で返送した。以降

は同様の事象は発生しなかった。また、有効期限、つり銭が出ない旨を

裏面に見やすく明記した。また、光沢潜像印刷（特定の角度で見た際に

光沢感のある複数の絵柄が出現する。カラーコピーや写真製版では再現

できない）を採用し、偽造防止対策を図った。 

【P6図④～⑦を参照】 
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⑥ 本事業により発行する食事券は、消費者が使用した食事券を給付金から

精算する時に、使用されなかった食事券の数を正確に把握できるように対

応した。具体的な取り組みは以下のとおり。 

・食事券は GTE事業以外の食事券と区別するために、GTEキャンペーン 

の食事券である事を明記した。 

    ・販売前食事券は、警備会社の金庫で保管し、各販売窓口には終業時間 

施錠出来る金庫での保管を依頼した。 

・加盟飲食店から送付された使用済食事券と換金伝票は、換金窓口で 

OCR読み取り、換金伝票との照合を行い、相違ない場合は事務局で振込 

を行った。また換金窓口から月１回の枚数の報告を受け、換金済食事券 

と、未使用食事券の枚数を随時把握した。 

・換金が終了した食事券は、計数の後、換金窓口（DNP）の金庫室で保管 

した。本事業の精算完了後に溶解処理を行う予定である。 

  

⑦ 福島県事務局は、換金窓口からの報告を基に、月に２回加盟飲食店ご 

 とに枚数を集計した。 

    集計に当たっては、機械によるカウントおよび複数の者によるダブル 

チェックなどにより正確に実施した。複数の者によるダブルチェックでは、 

データの読み手と聞き手を変え、異なる者の組合せで、複数回確認を行 

なった。 
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⑧ 食事券発行の概要は、Web サイトなどにおいて消費者に分かりやすく 

周知を行った。 

    

■公式 HP内の食事券の概要についての記載（図⑩） 

    

■公式 HP内の食事券の概要についての記載（図⑪） 
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■公式 HP内の食事券の概要についての記載（図⑫） 

   

■公式 HP内の食事券の概要についての記載 ※事業開始時（図⑬） 

 

 

 

 

 

 

 



 

   

13 

 

（３）食事券の使用、回収後の飲食店への代金の振込 

  ① 本事業により発行、販売された食事券を、登録する飲食店に来店した

消費者が使用した場合、当事務局は、食事券使用分の飲食代金を、飲食

店に振り込んだ。 

 

■加盟飲食店マニュアルに記載した「換金の流れ」（図⑭） 
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 □換金方法 

   加盟飲食店は、キャンペーン加盟認定時に送られたスターターグッズ 

（マニュアル、換金用伝票、送付用封筒、封緘シール等）を使用して、 

月２回の締め日に合わせて使用済食事券を食事券回収事務局へ送付する。 

事務局にて仕分け、OCR読込、加盟店別清算書を作成して福島県事務局に 

データを戻し、確認した上で各飲食店に振込を行う。 

 

■飲食店への換金額（表②） 

地域 換金取次機関 換金額（円） 

県内全域 三菱 UFJ 5,815,265,000 

   

合計 5,815,265,000 

      ※余剰金 19,858,000円（未利用分 24,822,500円） 

 

  ② 食事券使用分の飲食代金の振込の頻度、振込日を以下表③のとおり設 

定した。振込の頻度は、仕様書「受け取った日から入金されるまでの期 

間を 40日以下となるよう可能な限り短く設定する」とあるが、本事業の 

主旨を踏まえ、福島県事務局では、月２回を基本とし、食事券受取から 

３週間で振込できるよう表③のとおり設定した。 

  ■振込回毎の内訳（表③） 

振込日 換金額 振込件数 伝票送付数 

日程①（12/10 振込）   ¥85,928,000 428 564 

日程②（12/24 振込）   ¥424,823,000 1,055 1,476 

日程③（1/8 振込）   ¥213,933,000 618 649 

日程④（1/22 振込）   ¥445,878,000 1,112 1,526 

日程⑤（2/8 振込）   ¥519,312,500 1,143 1,446 

日程⑥（2/24 振込）   ¥432,760,000 1,107 1,519 

日程⑦（3/10 振込）   ¥165,647,500 537 683 




